
 

 

「全国マタハラ未然防止対策キャラバン」の 
神奈川労働局の取組について 

厚生労働省では、平成 28 年 9 月 1 日から 12 月 31 日まで「全国マタハラ未然防

止対策キャラバン」と銘打った取組を実施しています。「全国マタハラ未然防止対策キ

ャラバン」は、改正育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の全面施行に伴い、

事業主に対して、ハラスメント防止措置やその必要性、改正法令の内容について理解を

深めてもらうことを目的として実施するものです。 

神奈川労働局では以下の取組を実施します。 

 
１．改正育児・介護休業法等説明会を開催 

日時：平成２８年１０月１７日（月） 13:30～16:00 ※定員に達しました！ 

場所：関内ホール １階 大ホール （横浜市中区住吉町４－４２－１） 

 

＜追加開催＞ 

   日時：平成２８年１１月７日（月）・８日（火） 

午前の部 10:00～11:45 午後の部 14:00～15:45 

場所：横浜第２合同庁舎 共用第１会議室 （横浜市中区北仲通５－５７） 

          → 詳しくは＜資料２＞ 

２．ハラスメント対応特別相談窓口の開設 

 

神奈川労働局における平成 27 年度のマタハラ相談件数は前年度比 17％増（平

成 28 年 6 月公表済）となっており、全国的にもマタハラ相談件数は増加傾向に

あります。                    → 詳しくは＜資料３＞ 

 

３．紛争自主解決支援セミナーを開催 

パワハラ、セクハラ、マタハラ等職場のいじめ・嫌がらせに関するトラブルが増

加しています。ハラスメントに係るトラブルへの対処方法等について具体的事例

を用いて解説します。               → 詳しくは＜資料５＞ 
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 指導第二係長  奥町由美子 

 企画課長    長久保 茂 

 企画調整第二係長 荒井 麻希 
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Press Release 

（平成 28 年 9 月 1 日～12 月 28 日） 

※ 今回の法改正のポイントについては、＜資料１＞をご覧ください。 



 

 

添付資料 ＜資料１＞ 育児・介護休業法が改正されます！ 

     ＜資料２＞ 説明会のご案内（追加開催分） 

     ＜資料３＞ ハラスメント対応特別相談窓口 

     ＜資料４＞ 神奈川労働局におけるマタハラ相談件数の推移 

     ＜資料５＞ 平成２８年度紛争自主解決支援セミナー 

 











 

改正育児・介護休業法等説明会 を開催します 
 

平成２９年１月１日、改正育児・介護休業法と改正男女雇用

機会均等法が施行されます。 
 

 
 

これら多数の改正点について、就業規則や労使協定の見直しが必要です。 

説明会では、改正内容の解説に加え、今後必要な対応について説明します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加申込みは、裏面の「参加申込書」によりお願いします。 

【問合せ先】 
神奈川労働局雇用環境・均等部指導課 ☎０４５－２１１－７３８０ 

主な改正点 
・介護休業の分割取得が可能 ・介護のための所定外労働の免除の新設 
・介護休暇・子の看護休暇の半日単位の取得が可能 
・有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件を緩和 
・妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を 

害する行為を防止するための措置を義務付け         など 

神奈川労働局主催 

【日時】 平成 28 年 11 月 7 日（月） 11 月 8 日（火） 

午前の部 10:00～11:45 午後の部 14:00～15:45 
 

【場所】 横浜第２合同庁舎 １Ｆ（共用第１会議室）  
     横浜市中区北仲通５－５７ 
 

【内容】 ・改正内容について 
・改正内容を踏まえた規定整備 
・妊娠等に関するハラスメント防止対策 

全国マタハラ未然防止対策キャラバン 
＜資料２＞ 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加申込書に御記入の上、ＦＡＸにより神奈川労働局雇用環境・均等部指導課へお申し
込みください。 

FAX ０４５－２１１－７３８１ 

申込期限：平成２８年１０月３１日（月） 

※定員（１００名）になり次第締切となります。定員に達した後にお申込みいただいた方には、 

当局より電話連絡を差し上げます。連絡のなかった方はそのまま御参加いただけます。 

 なお、定員に達した場合は神奈川県内の事業主等の御参加を優先しますので、御了承願います。 
 

改正育児・介護休業法等説明会 参加申込書 

      ※当日は、本申込書を御持参ください。 

参 加 希 望 回 
①1１/７（月）  ②1１/８（火） 

 午前 午後        午前 午後 

事 業 所 名  

所 在 地 
〒 

電 話 ・ F A X 
電 話 

ＦＡＸ 

役 職 ・ 氏 名 

（２名まで） 
 

質 問 事 項 

※当日の説明内容について、御質問がありましたら御記入ください。 

 

参加申込みについて 

 

●地下鉄みなとみらい線「馬車道駅」４番出口 から徒歩１分 

●ＪＲ 又は 市営地下鉄「桜木町駅」又は「関内駅」 から徒歩１５分 

会場案内図 
横浜第２合同庁舎

～御記入いただいた個人情報は、本説明会に係る連絡のみに使用し、厳密に管理します～ 



都道府県労働局では、雇用環境・均等部（室）に

ハラスメント対応特別相談窓口を開設します！
期間：平成28年９月１日（木）～平成28年12月28日（水）

○妊娠・出産をしながら働く女性のためのさまざまな制度があります
（母子健康手帳でも紹介されていますのでぜひ読んでみてください）

○育児や介護のためのさまざまな制度は、男性も取得することができます

制度について知りたい場合も、ご相談ください。

上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する

ハラスメントの防止措置について
近年、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントが問題となっています。

このため、平成29年1月1日から、上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント
を防止する措置が事業主に義務付けられます。詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ ＞ 政策について ＞ 分野別の政策一覧 ＞ 雇用・労働 ＞ 雇用均等 ＞ 雇用における
男女の均等な機会と待遇の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

妊娠・出産・育児休業・介護
休業等に関するハラスメント
の防止措置は、会社としてな
にをすればよいのだろう。

働く人も、企業の担当者も、ご相談ください！

上司に妊娠を報告したら
「他の人を雇うので早めに
辞めてもらうしかない」と
言われた。

妊娠・出産・育児休業等に
関するハラスメントの相談
を受けたが、会社として
どうすればよいのだろう。

育児短時間勤務をしていた
ら同僚から
「あなたが早く帰るせいで、
まわりは迷惑している。」
と何度も言われ、精神的に非
常に苦痛を感じている。

妊娠・出産・育児休業・介護休業などを
理由とする解雇などの不利益な取扱いは法律で禁止 されています。

このほか・・・
◆ 妊娠を報告したら、事業主から「退職してもらう」と言われました。
◆ 非正規の社員も、産休・育休を取れるのでしょうか？
◆ 会社として、妊娠等した労働者に、このような取扱いをしたら、
均等法などに違反しますか？

・・・などのご相談にも対応します。

※

※男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法

たとえば・・・
働く人働く人 企業の担当者企業の担当者

働く人働く人

企業の担当者企業の担当者働く人働く人

企業の担当者企業の担当者

＜資料３＞



都道府県労働局があなたのお力になります！相談して
ください！

匿名でも大丈夫 プライバシーは厳守します。

まずは相談してください！！ 相談は無料です！

神奈川労働局 ハラスメント対応特別相談窓口

Ｑ．どのような相談ができますか？

Ａ．上司・同僚からの妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントや妊娠・出
産・育児休業・介護休業等を理由とする解雇等の不利益取扱いについてご相談いただけます。
そのほか、職場におけるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントについてもご相談
いただけます。

時 間 ８時30分～17時15分（閉庁時間）
※時間をかけて、丁寧にご相談に対応しています。できるだけお早めのお時間の方
がゆっくりご相談に応じられます。
なお、ご来庁の場合は相談スペースが埋まっているとお待ちいただく可能性もあ

りますので、できる限り事前にお電話の上ご来庁ください。

電話番号 ０４５－２１１－７３８０

住 所 〒２３１－８４３４
横浜市中区北仲通５－５７ 横浜第２合同庁舎１３階（本庁舎）

Ｑ．妊娠したら退職を強要されました。相談したら、労働局ではなにをするのですか？

Ａ．相談者のご希望や状況を踏まえ、会社に事実確認を行い、その状況に応じて会社に働き
かけを行います。相談者の了解なしに、会社に相談者の情報を提供することはありません。
会社との間に紛争が生じている場合は、労働局長による援助や調停会議による調停を行って
います。

Ｑ．女性しか相談できませんか？

Ａ．男性もご相談いただけます。また、労働者、事業主どちらからのご相談も受け付けます。

●地下鉄みなとみらい線「馬車道駅」４番出口 から徒歩１分
●ＪＲ 又は 市営地下鉄「桜木町駅」又は「関内駅」 から徒歩１５分



 
 
 

神奈川労働局におけるマタハラ相談件数の推移 

 
 

        
 
 
 

※マタハラ相談件数には、「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い」及び 
「育児休業等に係る不利益取扱い」に関する相談件数を計上。 

300

350

400

450

500

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

＜資料４＞ 

392 件 381 件 

446 件 



 

 

 

 

 

 

 

 氏 

前㈶女性労働協会専務理事、元愛知労働局長 
 

 

 

 

 

 

 

 

主 催：神奈川労働局 神奈川県 

申込方法：申込書をＦＡＸしてください。 

セミナー参加申込書  

 

御記入の上 ＦＡＸ：０４５-２１２-４３１２〔神奈川労働局雇用環境・均等部指導課 宛〕 
～ ～ ～ セミナー当日にＦＡＸした申込用紙を受付に提出してください ～ ～ ～ 

会社等の名称  

   

 

連絡先電話番号    (    )           参 加 者  名 

☎ ０４５－２１１－７３５８ 

総合労働相談コーナー 

           担当：小山・二瓶 

 

日 時 平成 28 年 月 日（金） 14：00 ～ 11 4

場 所 横浜情報文化センター6 階  定員 ２００名 情文ホール
  （ みなとみらい線「日本大通り駅」３番出口：情文センター口 直結 ） 

講 演 「 ハラスメントのない職場を目指して 」 

お問い合わせ 

（ 受付開始 １３：３０ ～ ） 

講 師  

発生原因や対処方法を分かり易く解説します。 

＜資料５＞ 


